
第４７号議案 

 

     八王子市営住宅条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市営住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  令和２年２月２５日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市営住宅条例の一部を改正する条例 

 八王子市営住宅条例（平成９年八王子市条例第４３号）の一部を次のように改

正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

目次 目次 

第１章 （略） 第１章 （略） 

 第２章 市営住宅の管理（第４条―第３９

条の２） 

 第２章 市営住宅の管理（第４条―第３９

条） 

 第３章～第５章 （略）  第３章～第５章 （略） 

附則 附則 

  

 （入居の手続及び許可）  （入居の手続及び許可） 

第１３条 入居決定者は、市長が指定する期

日までに、次に掲げる手続をしなければな

らない。 

第１３条 入居決定者は、市長が指定する期

日までに、次に掲げる手続をしなければな

らない。 

 ⑴ 市規則で定める請書を提出すること。  ⑴ 市規則で定める資格を有する連帯保証

人の連署する請書を提出すること。 

 ⑵ （略）  ⑵ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（住宅の明渡請求） （住宅の明渡請求） 

第３９条 （略） 第３９条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当する

ことにより同項の請求を行ったときは、当

該請求を受けた者に対して、入居した日か

ら請求の日までの期間については近傍同種

の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受け

た家賃の額との差額に法定利率による支払

３ 市長は、第１項第１号の規定に該当する

ことにより同項の請求を行ったときは、当

該請求を受けた者に対して、入居した日か

ら請求の日までの期間については近傍同種

の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受け

た家賃の額との差額に年５パーセントの割



期後の利息を付した額の金銭を、請求の日

の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日

までの期間については毎月近傍同種の住宅

の家賃の額の２倍に相当する額の金銭を徴

収するものとする。 

合による支払期後の利息を付した額の金銭

を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明

渡しを行う日までの期間については毎月近

傍同種の住宅の家賃の額の２倍に相当する

額の金銭を徴収するものとする。 

４ （略） ４ （略） 

  

 （定期使用許可）  

第３９条の２ 市長は、入居の申込みをした

日において市長が別に定める世帯構成であ

ることその他市長が別に定める条件を具備

する者に、１０年を超えない範囲内におい

てあらかじめ市規則で定める期間に限っ

て市営住宅の使用を許可することができ

る。ただし、入居者又は同居者が扶養する

者で市規則で定める者のうち最も年少のも

のが１８歳に達する日以後の最初の３月３

１日（以下この条において「当該日」とい

う。）が当該許可の日から１０年を経過し

た日以後に到来する場合は、当該許可に係

る使用期間の終期を、当該日までとするこ

とができる。 

 

２ 前項の規定による許可（以下この条にお

いて「定期使用許可」という。）に係る市

営住宅の規模、入居者の資格の制限その他

必要な事項は、市長が別に定める。 

 

３ 定期使用許可は、その更新がなく、期間

の満了によってその効力を失うものとす

る。 

 

４ 定期使用許可をしようとする場合におけ

る前項に定める事項についての入居決定者

に対する説明は、市規則で定めるところに

より行うものとする。 

 

５ 前項の説明を受けた入居決定者は、第１

３条に定める手続のほか、市規則で定める

ところにより、当該説明を受けた旨を証す

る書類を提出しなければならない。 

 

６ 定期使用許可をした場合において、その

期間の満了する日の１年前から６月前まで

の間に、入居者に対して行う期間の満了に

より当該許可が効力を失う旨の通知は、市

規則で定めるところにより行うものとす

る。 

 

７ 定期使用許可を受けた入居者は、その期

間が満了するときまでに当該市営住宅を明

け渡さなければならない。 

 

８ 定期使用許可をした場合においては、第

３２条、第３３条第２項及び第３５条の規

定は適用しない。ただし、第１項ただし書

の規定による定期使用許可をした場合につ

 



いて、当該定期使用許可の日から当該日ま

での期間（当該定期使用許可の日から１０

年を経過した日までの期間を除く。）にお

ける、第３２条、第３３条第２項及び第３

５条の規定の適用については、この限りで

ない。 

９ 第２９条又は第３項の規定にかかわら

ず、定期使用許可を受けた入居者が、当該

許可を受けた後に同条又は第３１条第１項

に規定する者に該当するに至ったことを理

由として、当該市営住宅を明け渡す旨の申

出をしたときは、市長は当該許可の効力を

将来に向けて失わせることができる。 

 

１０ 前項の場合において、市長は、必要が

あると認めるときは、他の公的資金による

住宅への入居のあっせん等の措置を講じる

ことができる。 

 

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の八王子市営住宅条例（以下「新条例」という。）第

１３条第１項第１号の規定は、施行日以後に入居者として決定した者に係る

入居の手続について適用し、施行日前に入居者として決定した者に係る入居

の手続については、なお従前の例による。 

３ 新条例第３９条第３項の規定は、施行日以後に到来した支払期に係る支払期

後の利息について適用し、施行日前に到来した支払期に係る支払期後の利息

については、なお従前の例による。 

 



 


